
令和８年度三内丸山遺跡センター埋蔵文化財発掘作業員 

募集要項 
 

１ 募集する職及び報酬等 

(1) 募集する職  埋蔵文化財発掘作業員 

(2) 勤 務 場 所  三内丸山遺跡センター 

(3) 職 務 内 容  埋蔵文化財発掘業務 

(4) 採 用 期 間  令和８年５月２６日から令和８年１０月３０日まで 

(5) 給   料   日額９，４２０円 

 (6) 手   当  支給要件に応じて、通勤費分費用弁償 

(7) 勤 務 時 間   ４週間につき１週間当たり２９時間を超えない範囲内で三内丸

山遺跡センター所長が割り振る。 

(8) 休 憩 時 間  １２時００分～１３時００分 

(9) 時間外勤務  なし  

(10) 休日・休暇  土曜日、日曜日、祝日、年次有給休暇（８日） ほか 

(11) 社 会 保 険  地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法及び労災保険法に

おける被保険者となります。 

(12) そ の 他  １か月間の条件付採用期間があり、この期間を良好に勤務した

場合に正式採用となります。また、上記の勤務条件について

は、法令等の改正により取扱いが変更となる可能性がありま

す。 

 

２ 募集人員 

  ６名 

 

３ 応募資格 

(1) 高等学校卒業以上の学歴を有する者 

(2) 屋外での発掘調査等に従事可能な体力がある者 

 (3) 次のいずれにも該当しない者 

  ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの者 

イ 青森県の職員として懲戒免職を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を

暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入

した者 

 

 注１：過去に県(知事部局)、教育委員会、病院局等で勤務したことがある方も受験できます。  

  



４ 応募方法、試験の期日及び場所等 

(1) 応募方法（ハローワークを通じての応募に限定します） 

①履歴書、②志望理由書（４００字以内）、③ハローワークの紹介状、④返

信用封筒１通（長形３号に住所氏名を記入し１１０円切手を貼付したもの。）

を令和８年５月８日（金）１７：００まで（必着）に三内丸山遺跡センター埋

蔵文化財発掘作業員採用担当へ郵送又は持参により提出（封筒に「三内丸山遺

跡センター埋蔵文化財発掘作業員応募」と朱書）してください。 

注１：①履歴書及び②志望理由書は本要項へ添付しているもののほか、三内丸山遺跡ホーム

ページから印刷したものも使用可能です。 

注２：応募書類の受付を確認した旨を通知するため、①履歴書へ E-mail アドレス（所持者

のみ）及び電話番号を必ず記入してください。 

注３：令和８年５月１１日（月）までに応募書類受付確認の通知（E-mail もしくは電話）が

ない場合は、三内丸山遺跡センター埋蔵文化財発掘作業員採用担当へ御連絡願いま

す。 

 

(2) 面接日 

  ア 期日 令和８年５月１２日（火） 

        （集合時間等の詳細は応募書類確認後、追って連絡します。） 

  イ 場所 三内丸山遺跡センター（縄文時遊館）(青森市大字三内字丸山３０５) 

   

５ 試験の結果 

  試験の結果については、５月第３週の通知を予定しています。 

 

６ 応募・問合せ先 

 

三内丸山遺跡センター 

埋蔵文化財発掘作業員

採用担当  

〒０３８－００３１ 

 青森市大字三内字丸山３０５ 

   三内丸山遺跡センター 

電話 ０１７（７８１）６０８６ 

 

○三内丸山遺跡ホームページアドレス 

 https://sannaimaruyama.pref.aomori.jp/ 

 


